
様式第2号（第5条関係）
農業集落排水事業受益者分担金決定通知書

	受益者
	
	年度
	
	整理番号
	

	郵便番号

住所
氏名
様
	
	世帯番号
	

	
	
	納組番号
	

	
	
	個人コード
	

	
	
	納期

年度
	第1期
	第2期
	第3期
	第4期
	年額

	
	
	
	年 月 日
～　 月 日
	年 月 日
～　 月 日
	年 月 日
～　 月 日
	年 月 日
～　 月 日
	

	
	
	年度
	円
	円
	円
	円
	円

	下記のとおり農業集落排水事業受益者分担の金額を決定したので、色麻町農業集落排水事業受益者分担に関する条例施行規則第5条の規定により通知します。
	
	年度
	
	
	
	
	

	
	
	年度
	
	
	
	
	

	
	
	年度
	
	
	
	
	

	
	
	年度
	
	
	
	
	

	
	
	


　　　　年　　月　　日
色麻町長

	受益地積
	一平方メートルあたりの分担金額
	分担金決定額
	減免額
	徴収猶予額
	分担金決定額

	
	㎡
	円
	円
	円
	円
	円


（付記事項）
①　賦課の根拠

この分担金は、色麻町農業集落排水事業受益者分担に関する条例に基づき、排水区域内の土地の所有者又は権利者（地上権者等）に賦課されます。

②　納入方法

この分担金は、5年に分割し、更に1年を4回の納期に分けて納めることになります（通算20回）。納入通知書は各年度ごとに送付しますので、各期の金額を各納付期限まで納めて下さい。
③　受益者の変更

受益者の異動又は受益者（納付管理人も含む）の住所変更があったときは、農業集落排水事業受益者変更申告書を提出して下さい。

④　異議の申し立て

この通知書に記載された事項について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に町長に対して異議の申し立てをすることができます。

⑤　延滞金

受益者が、この納入通知書の納期限までに分担金を完納しない場合には、その納期限の翌日から納入の日までの日数に応じて年14.5％、ただし納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25％の割合で計算した額の延滞金を納付しなければならない。

